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ご存じですか?健康診断責の3/4が助成されます｡
仕事を一生懸命がんばれるのは､健康があってこそ｡深夜業で疲れが気になったら､早めに健康診断を受けましょう｡

この制度を利用した方から｢深夜勤務で健康に不安があり､健康診断を受診できてよかった｣

｢不規則な生活だが健康状態を知ることで不安が解消された｣等の声が寄せられています｡

支給対象者

深夜業に従事した方
勤務した時間の一部が午後1 0時から翌日の午前5時に

かかる方も含まれます

常時使用される労働者

自発的健康診断を受診する目前6ケ月の間

に1ケ月当たり4回以上(過去6ケ月で合

計24回以上)深夜業務に従事した方

助成金額

健康診断に要した費用(消費税も含む)の

3/4に相当する額

上限7,500円
I:･自発的健康診断とは､事業者の行う定期健康診断以外に労働者個人の自発的意思で

受ける健康診断をいいます｡
A;･人間ドックにもご利用できます｡

･:･健康診断を受診した日から必ず3ケ月以内にお近くの産業保健推進センタ-に申

芸l暮を控出してください｡
A;.助成は､各年度につき1回に限りますo

･:･国の直営事業･官公署の事業等の労働保険非適用事業に勤務する労働者は対象とな

りません｡
･:･虚偽その他の不正行為により助成金の支給を受けたときは､返iZさせるとともにそ

の氏名を公表します｡
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助成金の

支給中綿

独立行政法人労Qb者健康福祉機構　兵庫　産業保健推進センター　IX.お問い弓…篭害∃諾認諾

〒651-0087　兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20　三宮山田素急ピル8F　℡078-230-0283　FAX.078-230-0284
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